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分
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改 
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案 
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（
無
線
局
に
関
す
る
情
報
の
公
表
等
） 

第
二
十
五
条 

総
務
大
臣
は
、
免
許
を
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線

局
を
除
き
、
そ
の
無
線
局
の
免
許
状
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
事
項
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
は
、
自
己
の
無
線

局
の
開
設
又
は
周
波
数
の
変
更
を
す
る
場
合
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合

に
必
要
と
さ
れ
る
混
信
に
関
す
る
調
査
を
行
お
う
と
す
る
者
の
求
め
に
応
じ
、

当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
者
に
対
し
、
無
線
局

の
無
線
設
備
の
工
事
設
計
そ
の
他
の
無
線
局
に
関
す
る
事
項
に
係
る
情
報
で
あ

つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
情
報
の
提
供
を
受
け
た
者
は
、
当
該
情
報
を
同
項
の

調
査
の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
提
供
し
て
は

な
ら
な
い
。 

 

 

（
無
線
局
の
公
示
） 

二
十
五
条 

総
務
大
臣
は
、
免
許
を
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局

を
除
き
、
そ
の
無
線
局
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
示
す
る
。 

 

（
周
波
数
割
当
計
画
） 

 

（
周
波
数
の
公
開
） 
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第
二
十
六
条 

総
務
大
臣
は
、
免
許
の
申
請
等
に
資
す
る
た
め
、
割
り
当
て
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
の
表
（
以
下
「
周
波
数
割
当
計
画
」
と
い
う
。）
を
作

成
し
、
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

２ 

周
波
数
割
当
計
画
に
は
、
割
当
て
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
無
線
局
の
範
囲

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
ご
と
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
（
放
送
を
す
る
無
線
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
を
除
く
。）
に
係
る
周
波
数
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事

項
）
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

無
線
局
の
行
う
無
線
通
信
の
態
様 

二 

無
線
局
の
目
的 

三 

周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
条
件 

四 

第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
周
波
数
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
旨 

 

第
二
十
六
条 

総
務
大
臣
は
、
免
許
の
申
請
等
に
資
す
る
た
め
、
割
り
当
て
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
の
表
（
以
下
「
周
波
数
割
当
計
画
」
と
い
う
。）
及
び

割
り
当
て
た
周
波
数
の
現
状
を
示
す
表
を
作
成
し
、
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
と

と
も
に
、
周
波
数
割
当
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

（
同
上
） 

 

（
電
波
の
利
用
状
況
の
調
査
等
） 

第
二
十
六
条
の
二 

総
務
大
臣
は
、
周
波
数
割
当
計
画
の
作
成
又
は
変
更
そ
の
他
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電
波
の
有
効
利
用
に
資
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、

お
お
む
ね
三
年
ご
と
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
無
線
局
の
数
、

無
線
局
の
行
う
無
線
通
信
の
通
信
量
、
無
線
局
の
無
線
設
備
の
使
用
の
態
様
そ

の
他
の
電
波
の
利
用
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
の
調
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
用
状
況
調
査
」
と
い
う
。）

を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
期
間
の
中
間
に
お

い
て
、
対
象
を
限
定
し
て
臨
時
の
利
用
状
況
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
利
用
状
況
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
電
波
に
関
す
る
技
術
の

発
達
及
び
需
要
の
動
向
、
周
波
数
割
当
て
に
関
す
る
国
際
的
動
向
そ
の
他
の
事

情
を
勘
案
し
て
、
電
波
の
有
効
利
用
の
程
度
を
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
利
用
状
況
調
査
を
行
つ
た
と
き
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
評

価
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
の
概
要
を

公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

総
務
大
臣
は
、
第
三
項
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
周
波
数
割
当
計
画
を
作

成
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
周
波
数
割
当
計
画
の
作
成
又

は
変
更
が
免
許
人
に
及
ぼ
す
技
術
的
及
び
経
済
的
な
影
響
を
調
査
す
る
こ
と
が
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で
き
る
。 

６ 

総
務
大
臣
は
、
利
用
状
況
調
査
及
び
前
項
に
規
定
す
る
調
査
を
行
う
た
め
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
免
許
人
に
対
し
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
特
定
無
線
局
及
び
包
括
免
許
人
に
関
す
る
適
用
除
外
等
） 

 

第
二
十
七
条
の
十
一 

第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
受
け
た

特
定
無
線
局
に
つ
い
て
は
第
十
五
条
の
規
定
、
包
括
免
許
人
に
つ
い
て
は
第
十

六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
特
定
無
線
局
及
び
包
括
免
許
人
に
関
す
る
適
用
除
外
等
） 

 

第
二
十
七
条
の
十
一 

第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
受
け
た

特
定
無
線
局
に
つ
い
て
は
第
十
五
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
、
包
括
免
許
人

に
つ
い
て
は
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十

三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

 

（
無
線
設
備
の
機
器
の
検
定
） 

第
三
十
七
条 

次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
機
器
は
、
そ
の
型
式
に
つ
い
て
、
総
務

大
臣
の
行
う
検
定
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
施
設
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
行
う
検
定
に
相
当
す
る
型
式
検
定
に
合
格
し
て
い
る
機

器
そ
の
他
の
機
器
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
施
設
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
無
線
設
備
の
機
器
の
検
定
） 

第
三
十
七
条 

（
同
上
） 
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一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

七 

総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
方
位
測
定
機 

 

 

（
必
要
的
諮
問
事
項
） 

第
九
十
九
条
の
十
一 
総
務
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
電
波
監
理
審
議

会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
四
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
）
、
第

四
条
の
二
（
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
の
指
定
）
、
第
六
条
第
七
項
（
無
線
局

の
免
許
申
請
期
間
）
、
第
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
四
号
（
無
線
局

の
開
設
の
根
本
的
基
準
）
、
第
八
条
第
一
項
第
三
号
（
識
別
信
号
）
、
第
九
条

第
一
項
た
だ
し
書
（
許
可
を
要
し
な
い
工
事
設
計
変
更
）
、
第
十
三
条
第
一
項

（
無
線
局
の
免
許
の
有
効
期
間
）
、
第
十
五
条
（
簡
易
な
免
許
手
続
）
、
第
二

十
四
条
の
二
第
一
項
（
事
業
者
の
点
検
能
力
の
認
定
）
、
第
二
十
六
条
の
二
第

一
項
（
電
波
の
利
用
状
況
の
調
査
等
）
、
第
二
十
七
条
の
二
（
特
定
無
線
局
）
、

第
二
十
七
条
の
四
第
二
号
（
特
定
無
線
局
の
開
設
の
根
本
的
基
準
）
、
第
二
十

七
条
の
五
第
三
項
（
包
括
免
許
の
有
効
期
間
）
、
第
二
十
七
条
の
十
三
第
六
項

（
開
設
計
画
の
認
定
の
有
効
期
間
）
、
第
二
十
八
条
（
第
百
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）（
電
波
の
質
）
、
第
二
十
九
条
（
受
信
設
備
の
条

 

（
必
要
的
諮
問
事
項
） 

 

第
九
十
九
条
の
十
一 

総
務
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
電
波
監
理
審
議

会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
四
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
）
、
第

四
条
の
二
（
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
の
指
定
）
、
第
六
条
第
七
項
（
無
線
局

の
免
許
申
請
期
間
）
、
第
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
四
号
（
無
線
局

の
開
設
の
根
本
的
基
準
）
、
第
八
条
第
一
項
第
三
号
（
識
別
信
号
）
、
第
九
条

第
一
項
た
だ
し
書
（
許
可
を
要
し
な
い
工
事
設
計
変
更
）
、
第
十
三
条
第
一
項

（
無
線
局
の
免
許
の
有
効
期
間
）
、
第
十
五
条
（
簡
易
な
免
許
手
続
）
、
第
二

十
四
条
の
二
第
一
項
（
事
業
者
の
点
検
能
力
の
認
定
）
、
第
二
十
七
条
の
二
（
特

定
無
線
局
）
、
第
二
十
七
条
の
四
第
二
号
（
特
定
無
線
局
の
開
設
の
根
本
的
基

準
）
、
第
二
十
七
条
の
五
第
三
項
（
包
括
免
許
の
有
効
期
間
）
、
第
二
十
七
条

の
十
三
第
六
項
（
開
設
計
画
の
認
定
の
有
効
期
間
）
、
第
二
十
八
条
（
第
百
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）（
電
波
の
質
）
、
第
二
十
九
条
（
受

信
設
備
の
条
件
）
、
第
三
十
条
（
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
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件
）
、
第
三
十
条
（
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）（
安

全
施
設
）
、
第
三
十
一
条
（
周
波
数
測
定
装
置
の
備
付
け
）
、
第
三
十
二
条
（
計

器
及
び
予
備
品
の
備
付
け
）
、
第
三
十
三
条
（
義
務
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
機

器
）
、
第
三
十
五
条
（
義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
の
条
件
）
、
第
三
十
六
条

（
義
務
航
空
機
局
の
条
件
）
、
第
三
十
七
条
（
無
線
設
備
の
機
器
の
検
定
）
、

第
三
十
八
条
（
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
（
技
術

基
準
）
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
（
特
定
無
線
設
備
）
、
第
三
十
八
条
の
五

第
二
項
（
第
三
十
八
条
の
十
七
第
五
項
及
び
第
百
二
条
の
十
八
第
八
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）（
技
術
基
準
適
合
証
明
の
義
務
等
）
、
第
三
十

九
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
（
無
線
設
備
の
操

作
）
、
第
三
十
九
条
の
三
た
だ
し
書
（
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
局
の
無
線
設
備
の
操

作
）
、
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
（
無
線
従
事
者
の

養
成
課
程
に
関
す
る
認
定
の
基
準
等
）
、
第
四
十
七
条
（
試
験
事
務
の
実
施
）
、

第
四
十
八
条
の
三
第
一
号
（
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
の
失
効
）
、
第
四
十
九

条
（
国
家
試
験
の
細
目
等
）
、
第
五
十
条
（
遭
難
通
信
責
任
者
の
配
置
等
）
、

第
五
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
（
目
的
外
使
用
）
、
第

五
十
五
条
（
運
用
許
容
時
間
外
運
用
）
、
第
六
十
一
条
（
通
信
方
法
等
）
、
第

六
十
五
条
（
聴
守
義
務
）
、
第
六
十
六
条
第
一
項
（
遭
難
通
信
）
、
第
六
十
七

含
む
。
）
（
安
全
施
設
）
、
第
三
十
一
条
（
周
波
数
測
定
装
置
の
備
付
け
）
、
第

三
十
二
条
（
計
器
及
び
予
備
品
の
備
付
け
）
、
第
三
十
三
条
（
義
務
船
舶
局
の

無
線
設
備
の
機
器
）
、
第
三
十
五
条
（
義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
の
条
件
）
、

第
三
十
六
条
（
義
務
航
空
機
局
の
条
件
）
、
第
三
十
七
条
（
無
線
設
備
の
機
器

の
検
定
）
、
第
三
十
八
条
（
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
（
技
術
基
準
）
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
（
特
定
無
線
設
備
）
、
第
三

十
八
条
の
五
第
二
項
（
第
三
十
八
条
の
十
七
第
五
項
及
び
第
百
二
条
の
十
八

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
（
技
術
基
準
適
合
証
明
の
義
務

等
）
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
（
無

線
設
備
の
操
作
）
、
第
三
十
九
条
の
三
た
だ
し
書
（
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
局
の
無

線
設
備
の
操
作
）
、
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
（
無

線
従
事
者
の
養
成
課
程
に
関
す
る
認
定
の
基
準
等
）
、
第
四
十
七
条
（
試
験
事

務
の
実
施
）
、
第
四
十
八
条
の
三
第
一
号
（
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
の
失

効
）
、
第
四
十
九
条
（
国
家
試
験
の
細
目
等
）
、
第
五
十
条
（
遭
難
通
信
責
任

者
の
配
置
等
）
、
第
五
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
（
目

的
外
使
用
）
、
第
五
十
五
条
（
運
用
許
容
時
間
外
運
用
）
、
第
六
十
一
条
（
通

信
方
法
等
）
、
第
六
十
五
条
（
聴
守
義
務
）
、
第
六
十
六
条
第
一
項
（
遭
難
通

信
）
、
第
六
十
七
条
第
二
項
（
緊
急
通
信
）
、
第
七
十
条
の
四
（
聴
守
義
務
）
、
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条
第
二
項
（
緊
急
通
信
）
、
第
七
十
条
の
四
（
聴
守
義
務
）
、
第
七
十
条
の
五

（
航
空
機
局
の
通
信
連
絡
）
、
第
七
十
一
条
の
三
第
四
項
（
給
付
金
の
支
給
基

準
）
、
第
七
十
三
条
第
一
項
（
検
査
）
、
第
百
条
第
一
項
第
二
号
（
高
周
波
利

用
設
備
）
、
第
百
二
条
の
十
三
第
一
項
（
特
定
の
周
波
数
を
使
用
す
る
無
線
設

備
の
指
定
）
、
第
百
二
条
の
十
四
第
一
項
（
指
定
無
線
設
備
の
販
売
に
お
け
る

告
知
等
）
、
第
百
二
条
の
十
四
の
二
（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

並
び
に
第
百
二
条
の
十
八
第
一
項
（
測
定
器
等
）
の
規
定
に
よ
る
総
務
省
令

を
制
定
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

二 

第
七
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
を

定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
周
波
数
割

当
計
画
（
同
条
第
二
項
第
四
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）
を
作
成
し
、
又
は
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
電
波
の

有
効
利
用
の
程
度
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
と
き
及
び
第
二
十
七
条
の
十
二
第

一
項
の
開
設
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

三
～
四 

（
略
） 

２ 
(

略)
 

 

第
七
十
条
の
五
（
航
空
機
局
の
通
信
連
絡
）
、
第
七
十
一
条
の
三
第
四
項
（
給

付
金
の
支
給
基
準
）
、
第
七
十
三
条
第
一
項
（
検
査
）
、
第
百
条
第
一
項
第
二

号
（
高
周
波
利
用
設
備
）
、
第
百
二
条
の
十
三
第
一
項
（
特
定
の
周
波
数
を
使

用
す
る
無
線
設
備
の
指
定
）
、
第
百
二
条
の
十
四
第
一
項
（
指
定
無
線
設
備
の

販
売
に
お
け
る
告
知
等
）
、
第
百
二
条
の
十
四
の
二
（
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
）
並
び
に
第
百
二
条
の
十
八
第
一
項
（
測
定
器
等
）
の
規
定
に

よ
る
総
務
省
令
を
制
定
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

 

二 

第
七
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
を

定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
周
波
数
割

当
計
画
（
同
条
第
二
項
第
四
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）
を
作
成
し
、
又
は
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
及
び
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
の
開
設
指
針
を
定

め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

 

三
～
四 

（
略
） 

２ 
(

略)
 

 

 

（
手
数
料
の
徴
収
） 

 

（
手
数
料
の
徴
収
） 
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第
百
三
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
費

を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
（
指
定
講
習
機
関
が
行
う
講
習

を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
当
該
指
定
講
習
機
関
、
指
定
試
験
機
関
が
そ
の
実
施

に
関
す
る
事
務
を
行
う
無
線
従
事
者
国
家
試
験
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
当
該

指
定
試
験
機
関
、
研
究
所
が
行
う
較
正
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
研
究
所
）
に

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者 

七 

（
略
） 

八 

（
略
） 

九 

（
略
） 

十 

（
略
） 

十
一 

（
略
） 

十
二 

（
略
） 

十
三 

（
略
） 

十
四 

（
略
） 

十
五 

（
略
） 

十
六 

（
略
） 

第
百
三
条 

（
同
上
） 

     

一
～
五 

（
略
） 

 

六 

（
略
） 

七 

（
略
） 

八 

（
略
） 

九 

（
略
） 

十 

（
略
） 

十
一 

（
略
） 

十
二 

（
略
） 

十
三 
（
略
） 

十
四 

（
略
） 

十
五 

（
略
） 
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十
七 

（
略
） 

十
八 
（
略
） 

十
九 

（
略
） 

二
十 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

十
六 

（
略
） 

十
七 

（
略
） 

十
八 

（
略
） 

十
九 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

第
百
十
三
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
二
十
六
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報

告
を
し
た
者 

三 

（
略
） 

四 

（
略
） 

五 

（
略
） 

六 

（
略
） 

七 

（
略
） 

八 

（
略
） 

九 

（
略
） 

第
百
十
三
条 

（
同
上
） 

 

一 

（
略
） 

 

  

二 

（
略
） 

三 

（
略
） 

四 

（
略
） 

五 

（
略
） 

六 
（
略
） 

七 

（
略
） 

八 

（
略
） 
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十 

（
略
） 

十
一 
（
略
） 

十
二 

（
略
） 

十
三 

（
略
） 

十
四 

（
略
） 

十
五 

（
略
） 

 

九 

（
略
） 

十 

（
略
） 

十
一 

（
略
） 

十
二 

（
略
） 

十
三 

（
略
） 

十
四 

（
略
） 

 

第
百
十
六
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処

す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

七 

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
情
報
を
同
条
第
二
項
の
調
査

の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
提
供
し
た
者 

八 

（
略
） 

九 

（
略
） 

十 

（
略
） 

十
一 

（
略
） 

第
百
十
六
条 

（
同
上
） 

 

一
～
六 

（
略
） 

  

七 

（
略
） 

八 

（
略
） 

九 

（
略
） 

十 
（
略
） 
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